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国
債
利
払
費
の
推
計
お
よ
び
利
払
費
を
低
減
さ
せ
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
一
月
十
日
提
出
の
質
問
第
二
一
八
号
に
お
い
て
、

「
三

国
債
の
利
払
費
は
、
二
〇
〇
七
年
度
は
八
・
六
兆
円
、
二
〇
〇
八
年
度
は
九
・
三
兆
円
（
財
務
省
「
債
務
管
理
リ

ポ
ー
ト
�
�
�
�
」
内
の
一
般
会
計
利
払
費
）
で
あ
る
が
、
今
後
の
利
払
費
の
金
額
の
推
計
と
そ
の
推
計
の
根
拠
と
し
て
い

る
金
利
水
準
を
お
示
し
願
い
た
い
。

四

財
務
省
は
「
国
債
整
理
基
金
の
資
金
繰
り
状
況
等
に
つ
い
て
の
仮
定
計
算
」
（
以
下
、
仮
定
計
算
）
と
い
う
推
計
を

発
表
し
て
い
る
。
こ
の
推
計
は
、
税
収
等
と
歳
出
の
差
額
を
新
規
国
債
の
発
行
額
と
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
二
年
度
以
降
、

す
べ
て
の
年
に
つ
い
て
の
国
債
発
行
額
を
、
二
〇
一
一
年
度
の
三
十
二
・
三
兆
円
と
仮
定
し
て
推
計
し
て
い
る
。

ま
た
、
金
利
は
二
・
〇
％
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
昨
今
の
金
融
危
機
の
状
況
か
ら
す
る
と
金
利
は
低
下
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
一
方
、
国
債
発
行
額
の
増
加
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
仮
定
計
算
の
推
計
と
は
別
の
推
計
を
行
う
予
定
は
あ
る
か
。
」
と
の
質
問
に
対
し
、

「
仮
定
計
算
は
、
毎
年
、
翌
年
度
予
算
審
議
の
用
に
供
す
る
た
め
国
会
に
提
出
し
て
い
る
後
年
度
歳
出
・
歳
入
へ
の
影
響
試

算
に
関
連
し
て
作
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
別
の
推
計
を
行
う
予
定
は
な
い
。
」
旨
の
答
弁
を
受
領
し

一



た
。

ま
た
、
与
謝
野
馨
財
務
・
金
融
・
経
済
財
政
相
は
昨
月
三
十
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
一
般
歳
出
が
過
去
最
大
と
な
る
二

〇
一
〇
年
度
予
算
の
概
算
要
求
基
準
案
に
関
連
し
、
「
国
債
依
存
度
の
高
い
財
政
で
一
番
心
配
な
の
は
長
期
金
利
」
と
述
べ
、

長
期
金
利
は
現
在
、
一
・
三
五
％
程
度
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
「
い
つ
ま
で
も
こ
ん
な
い
い
状
況
が
続
く
と
考

え
る
の
は
楽
観
的
過
ぎ
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
「
中
期
的
に
は
歳
入
改
革
を
断
行
し
な
い
と
い
け
な
い
時
期
が
来
る
」

と
語
り
、
消
費
税
増
税
に
意
欲
を
示
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
以
下
質
問
す
る
。

一

長
期
金
利
の
積
算
の
状
況
に
つ
き
、
平
成
二
十
年
度
は
内
閣
府
が
一
・
五
％
、
財
務
省
が
二
・
〇
％
、
本
年
度
は
、
そ
れ

ぞ
れ
一
・
一
％
、
二
・
〇
％
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
数
値
が
異
な
る
こ
と
自
体
は
試
算
方
法
の
違
い
等
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
関
係
省
庁
間

で
協
議
・
相
互
の
デ
ー
タ
の
分
析
・
活
用
は
な
さ
れ
て
い
る
か
。

二

平
成
二
十
年
度
補
正
予
算
案
で
は
、
国
債
の
利
払
費
が
一
兆
円
を
超
え
て
当
初
予
算
を
下
回
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
既
定
経
費
の
節
減
」
の
項
目
に
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
金
融
危
機
に
伴
っ
て
国
債
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
長
期
金
利
が
低

二



下
し
た
こ
と
を
主
た
る
要
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
節
減
と
は
「
き
り
つ
め
て
費
用
や
物
の
使
用
量
を
へ
ら
す
こ
と
。
」
（
大
辞
林

第
二
版
）
を
い
う
が
、
右
項

目
に
お
い
て
計
上
す
る
こ
と
は
適
当
か
。

三

二
〇
〇
六
年
以
降
、
政
府
は
、
利
払
費
の
増
大
に
対
処
す
る
た
め
、
市
場
で
人
気
の
高
い
国
債
を
追
加
発
行
す
る
こ
と

や
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
増
や
す
な
ど
の
対
策
を
行
っ
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
方
策
に
効
果
が
全
く
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
会
計
上
の
数
値
を
低
減
さ
せ
る
も
の
で

あ
り
、
本
質
的
な
対
策
と
し
て
歳
出
の
効
率
化
が
必
要
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
度
予
算
案
の
「
平
成
二
十
年
度
予
算
の
ポ
イ
ン
ト
」
に
は
、
「
会
計
検
査
院
指
摘
事
項
の
反
映
の
徹
底
・
強

化
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
会
計
検
査
院
自
体
の
権
限
強
化
も
必
要
と
考
え
る
。

こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
会
計
検
査
院
（
以
下
、
Ｇ
Ａ
Ｏ
）
は
、
質
量
共
に
充
実
し
た
情
報
を
議
会
に
提
供
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
Ｇ
Ａ
Ｏ
が
検
査
手
法
の
高
度
化
と
い
う
方
向
で
役
割
を
拡
張
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
会
計
検
査
院
（
以
下
、
Ｎ
Ａ
Ｏ
）
は
、
下
院
決
算
委
員
会
の
連
携
の
下
、
行
政
府
か
ら
の
回
答
も

審
議
日
程
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
会
計
検
査
院
（
以
下
、
Ｂ
Ｒ
Ｈ
）
は
、
憲
法
上
の
規
定
に
基
づ
き
、

三



執
行
中
や
予
算
編
成
中
で
も
予
算
や
経
済
運
営
に
関
す
る
助
言
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
予
算
循
環
過
程
の
よ
り
早
期
の
段

階
に
関
与
す
る
方
向
で
、
役
割
を
拡
張
し
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
、
各
国
の
会
計
検
査
院
の
法
的
な
位
置
づ
け
や
組
織
の
規
模
、
検
査
対
象
の
規
模
は
、
Ｇ
Ａ
Ｏ
は
議
会
に
付

属
す
る
機
関
、
Ｎ
Ａ
Ｏ
は
全
中
央
政
府
機
関
の
監
査
人
と
し
て
の
独
自
の
地
位
を
有
す
る
機
関
、
Ｂ
Ｒ
Ｈ
は
独
立
し
た
機
関

で
あ
る
な
ど
、
各
々
異
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
会
計
検
査
院
の
報
告
や
情
報
を
議
会
の
審
議
に
お
い

て
積
極
的
に
活
用
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
日
本
に
お
い
て
も
効
率
的
な
行
政
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
、
公
会
計
を
民
間
企
業
と
同

様
の
複
式
簿
記
に
基
づ
く
会
計
と
す
る
こ
と
や
、
会
計
検
査
院
の
報
告
や
情
報
を
議
会
審
議
に
お
い
て
積
極
的
に
活
用
す
る

シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
き
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


